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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　駆動工具と被回動部材との間にて用いられる回転型締結装置であって、
　前記駆動工具に取り外し可能に接続される駆動端、および、前記被回動部材に取り外し
可能に連結されて前記被回動部材を回転させるために回転される締結端を有し、回転軸心
の回りに回転する回転ベースと、
　前記回転ベースの外側に回転可能に組み立てられ、前記回転ベースにより前記回転軸心
の周方向に沿って回転されて単方向周方向衝撃力を発生させる衝撃部材と、
　前記回転ベースと組み合わされる単方向ストッパユニットと、を備え、
　前記回転ベースが第１の回転方向へ回転する場合、前記衝撃部材は前記単方向ストッパ
ユニットによって回転されず、
　前記回転ベースが第２の回転方向へ回転する場合、前記衝撃部材は前記単方向ストッパ
ユニットによって前記回転ベースの回転方向に沿って回転されて単方向周方向衝撃力を供
給する回転型締結装置。
【請求項２】
　前記衝撃部材の外形は、環状、三角状、放射状、突出棒状又は突出ブロック状である請
求項１に記載の回転型締結装置。
【請求項３】
　回転工具のスリーブとして使用される請求項１に記載の回転型締結装置。
【請求項４】



(2) JP 6637918 B2 2020.1.29

10

20

30

40

50

　被回動部材に取り外し可能に連結されて前記被回動部材を回転させるために回転される
締結端を有し、回転軸心の回りに回転し、外側に少なくとも１つのストッパ溝が設けられ
る回転ベースと、
　前記ストッパ溝内に回転可能に取り付けられる少なくとも１つの枢動歯、および、前記
枢動歯を外方へ押し当てるように前記ストッパ溝内に取り付けられる弾性復帰部材を有す
る単方向ストッパユニットと、
　内側に複数の単方向ストッパ歯が形成され、前記枢動歯に対応して前記回転ベースの外
側に設けられる枢着穴を有する衝撃部材と、
　を備え、
　前記回転ベースが第１の回転方向へ回転する場合、前記枢動歯は各前記単方向ストッパ
歯に押されて内側方向に振られることにより、前記衝撃部材が前記単方向ストッパによっ
て回転されないようにし、
　前記回転ベースが第２の回転方向へ回転する場合、最初に前記枢動歯が前記弾性復帰部
材によって押されて各前記単方向ストッパ歯に当たり、前記回転ベースが回転し始めると
、前記衝撃部材の各前記単方向ストッパ歯は押されて前記枢動歯に当たり、前記衝撃部材
は前記回転ベースの回転方向に沿って回転されて単方向周方向衝撃力を供給する回転型締
結装置。
【請求項５】
　前記衝撃部材の外形は、環状、三角状、放射状、突出棒状又は突出ブロック状である請
求項４に記載の回転型締結装置。
【請求項６】
　前記弾性復帰部材は、バネ、弾性ゴムブロックおよびバネ鋼球の少なくとも１つである
請求項４に記載の回転型締結装置。
【請求項７】
　４つの前記ストッパ溝は、前記回転ベースの外側に、平均に分布して取り囲むように設
けられ、
　前記単方向ストッパユニットは、４つであり、且つ４つの前記単方向ストッパユニット
は４つの前記ストッパ溝内に対応して取り付けられ、
　前記衝撃部材の前記枢着穴に、複数の前記単方向ストッパ歯が取り囲んで設けられる請
求項４に記載の回転型締結装置。
【請求項８】
　前記枢動歯は、円弧端部を有し、前記円弧端部により前記ストッパ溝内に設けられる円
弧凹部内において摺動可能に枢動する請求項４に記載の回転型締結装置。
【請求項９】
　回転工具のスリーブとして用いられる請求項４に記載の回転型締結装置。
【請求項１０】
　前記単方向ストッパユニットには、前記枢動歯に対してロック装置が取り付けられ、前
記ロック装置が要求に応じて前記枢動歯を拡張位置又は収縮位置に保持する請求項４に記
載の回転型締結装置。
【請求項１１】
　請求項４に記載の回転型締結装置に適用される回転型締結装置の適用方法であって、
　前記衝撃部材が、前記回転ベースが前記第１の回転方向へ回転する場合に回転されない
が、前記回転ベースが前記第２の回転方向へ回転する場合に回転される単方向回転工程と
、
　前記回転ベースが前記第１の回転方向へ回転する場合、前記枢動歯が各前記単方向スト
ッパ歯に押されて内側方向に振られることにより、前記衝撃部材が前記単方向ストッパに
よって回転されないようにし、
　前記回転ベースが前記第２の回転方向へ回転する場合、最初に前記枢動歯が前記弾性復
帰部材によって押されて各前記単方向ストッパ歯に当たり、前記回転ベースが回転し始め
ると、前記衝撃部材の各前記単方向ストッパ歯は押されて前記枢動歯に当たり、前記衝撃
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部材は前記回転ベースの回転方向に沿って回転されて単方向周方向衝撃力を供給する単方
向被衝撃工程と、を備える回転型締結装置の適用方法。
【請求項１２】
　前記単方向被衝撃工程において、前記回転ベースを静止状態にする場合、前記回転ベー
スは、前記衝撃部材が更に所定量、回転してから係止して位置決めする請求項１１に記載
の回転型締結装置の適用方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、締結装置及びその適用方法に関し、特に、回転締結の作業に適用される場合
に最終的に締めて固定し、また瞬間緩め方向トルクを提供する回転型締結装置及びその適
用方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、手工具製品が次第に軽便化へ発進しているので、各種の回転締結工具も市場の要
求に応じて軽量化及び小型化になっている。しかしながら、回転締結の作業には、ネジ、
ナット又は他のロック素子を回転させる場合、一定のトルクで回転締結して最終の締結を
行わなければ、締結の効果が確保されない。電動レンチのような公知の回転型締結装置を
用いて、スリーブに合わせて締結を行う場合、電動レンチ自体のモータのトルクに特定の
上限があるので、一般に市販される電動レンチでは、小型化と、好適な締結効果と、を両
立させることは困難である。
【０００３】
　一方、インパクトレンチは、高締結力の要求を達成するための高トルクを発生させるこ
とができる。しかし、従来のインパクトレンチでは、空気ポンプ及び各々の管線に合わせ
ることが必要であり、また、インパクトレンチ自体にも大きなシリンダーを有するため、
インパクトレンチの体格を小さくすることは困難である。このような問題により、従来の
インパクトレンチも軽量化及び小型化の発展傾向に対応できなくなる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】台湾特許Ｉ５２０８１７号
【特許文献２】米国特許公開第２０１２０２５５７４９Ａ１号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　例えば、特許文献１と類似した動力工具のトルク制御機構およびトルク制御方法が開発
されている。一般に、モータ、変速歯車セット、伝動軸、打撃セット（例えば、出力軸、
打撃ベース）、制御システム等の部材を備える。変速歯車セットは、モータの一端に接続
され、モータから出力した回転動力を変えることに用いられる。伝動軸は、変速歯車セッ
トと接続する。出力軸は、回転可能に伝動軸の一端に同軸的に設けられ、ネジ回しやスリ
ーブ等の作業ジョイントとの接続に用いられる。打撃ベースは、伝動軸の軸方向に沿って
打撃位置と解放位置との間を往復変位できるように伝動軸に外嵌される。出力軸の一端及
び打撃ベースの一端の各々には、打撃ベースが打撃位置まで移動すると、出力軸が打たれ
て回転し大きな瞬間トルクを発生させて、ネジ又はナットの螺合等の動作を行うように、
それぞれ対応して当接し打撃するための打撃ブロックが対応して突設される。
【０００６】
　特許文献１の技術により、締結トルクを大きくするという要求を達成できるが、その構
造が複雑で付属機構が多いので、各種の加工器具の操作と協働できないだけではなく、依
然として市場の要求する軽量化及び小型化の特性に対応できない。
【０００７】
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　また、特許文献２には、環状の重力リング部材が一体成形された一体成形型スリーブが
開示されている。このような設計では、構造は簡単化されたが、依然として重力部材を快
速に取り外す機能がない。また、特許文献２のスリーブに一体成形された重力リング部材
は、製造しにくく、また力が一瞬で過大になることで加工対象を破壊することがあり、一
体の設計により多くの駆動エネルギーが浪費されることもある。
【０００８】
　上記によると、回転締結装置の軽量化、小型化及び締結の効果を如何によく整合するこ
とは、現在、手工具の開発者及び工具机のメーカーにとって、解決が望まれている重要な
課題になっている。
【０００９】
　本発明は、軽量化、小型化、組み合せの多様化及び締結能力の多重効果を整合した回転
型締結装置及びその適用方法を提供する。コンパクト且つ効果的な接合配置形態によって
、本発明の回転型締結装置は、様々な器具に好適に取り付けられて操作されるようになる
。また、回転型締結装置は、構造が簡単であるので過度のトルクを発生することはなく、
且つ取り外し可能であるのでスペースを占用しない。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成させるために、第１発明は、駆動工具と被回動部材との間にて用いられ
る回転型締結装置であって、回転ベースと、衝撃部材と、を備える。
　回転ベースは、駆動工具に取り外し可能に接続される駆動端、および、被回動部材を取
り外し可能に連結するように回転させる締結端を有し、回転軸心の回りに回転する。
　衝撃部材は、回転ベースの外側に回転可能に組み立てられ、回転ベースにより回転軸心
の周方向に沿って回転されて、単方向周方向衝撃力を発生する。
【００１１】
　これにより、締結効果を効果的に向上させる単方向周方向衝撃力を発生することができ
るだけではなく、且つ回転型締結装置は普通の駆動工具に接合させることができる。単方
向に回転する衝撃部材が周方向衝撃力を提供する場合、組合せの構造が簡単であり、且つ
体積が小さいので、本発明は、小型化、軽量化及び組み合せの多様化という要求を達成さ
せることができる。
【００１２】
　第１発明による回転型締結装置の他の実現可能な態様は、下記の通りである。
　衝撃部材の外形は、環状、三角状、放射状、突出棒状又は突出ブロック状であってよい
。外形の何れも、回転した後で十分な周方向衝撃力を発生することができる。
【００１３】
　上記態様において、回転型締結装置は、好ましくは、回転工具のスリーブとして使用さ
れるが、駆動工具に直接形成されて、後の操作要求に応じて衝撃部材を取り外すか又は取
り付けてもよい。
【００１４】
　第２発明によると、回転型締結装置は、回転ベースと、少なくとも１つの単方向ストッ
パユニットと、衝撃部材と、を備える。
　回転ベースは、被回動部材を取り外し可能に連結するように回転させる締結端を有し、
回転軸心の回りに回転し、外側に少なくとも１つのストッパ溝が設けられる。
　単方向ストッパユニットは、ストッパ溝内に回転可能に取り付けられる少なくとも１つ
の枢動歯、および、枢動歯を外方へ押し当てるようにストッパ溝内に取り付けられる弾性
復帰部材を有する。
　内側に複数の単方向ストッパ歯が形成され、枢動歯に対応して回転ベースの外側に設け
られる枢着穴を有する。
【００１５】
　回転ベースが第１の回転方向へ回転する場合、枢動歯は複数の単方向ストッパ歯に押さ
れて内側方向に振られることにより、衝撃部材が単方向ストッパによって回転されないよ
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うにし、回転ベースが第２の回転方向へ回転する場合、最初に枢動歯が弾性復帰部材によ
って押されて各単方向ストッパ歯は押されて枢動歯に対応し、衝撃部材は回転ベースの回
転方向に沿って回転されて単方向周方向衝撃力を供給する。
　これにより、締結効果を効果的に向上させる単方向周方向衝撃力を発生させ、更に、瞬
間緩め方向トルクを提供し、且つ小型化、軽量化及び組み合せの多様化という要求を達成
させることができる。
【００１７】
　第２発明による回転型締結装置の他の実現可能な態様は、下記の通りである。
　衝撃部材の外形は、環状、三角状、放射状、突出棒状又は突出ブロック状であってもよ
い。
　弾性復帰部材は、バネ、弾性ゴムブロックおよびバネ鋼球の少なくとも１つであっても
よい。
　４つのストッパ溝は、回転ベースの外側に、平均に分布して取り囲むように設けられる
。単方向ストッパユニットは、同様に４つであり、且つ４つの単方向ストッパユニットは
、４つのストッパ溝内に対応して取り付けられる。また、衝撃部材の枢着穴内に、係止し
て位置決めする場合に協働するように、複数の単方向ストッパ歯が取り囲んで設けられる
。
【００１８】
　本発明によると、前記各態様に適用される回転型締結装置の適用方法は、単方向回転工
程と、単方向被衝撃工程と、を備える。
　単方向回転工程では、衝撃部材は、回転ベースが締結方向へ回転する場合に回転されな
いが、回転ベースが緩め方向へ回転する場合に回転される。
　単方向被衝撃工程では、回転ベースは静止状態になる場合に、締結方向へ回転する衝撃
部材を係止して位置決めして、衝撃部材の回転軸心を取り囲む周方向衝撃力を回転ベース
に受けさせる。
【００１９】
　回転型締結装置の適用方法の単方向被衝撃工程において、回転ベースを静止状態にする
場合、回転ベースは、衝撃部材が更に所定量、回転してから係止して位置決めすることを
許容する。これにより、衝撃部材が更に所定量、回転するか又は直接係止し位置決めされ
ても、既に回転運動エネルギーを持った衝撃部材は、回転軸心を取り囲んで周方向衝撃力
を提供する。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の第１実施形態に係る分解斜視図である。
【図２】本発明の第１実施形態に係る横断面図である。
【図３】本発明の第１実施形態に係る斜視図である。
【図４】本発明の第１実施形態に係る縦断面図である。
【図５】本発明の第１実施形態に係る操作を説明する模式的な側面図である。
【図６】本発明の第１実施形態に係る衝撃前の状態を示す模式図である。
【図７】本発明の第１実施形態に係る衝撃中の状態を示す模式図である。
【図８Ａ】本発明の第１実施形態に係る逆方向に回転する瞬間の回転状態の模式図である
。
【図８Ｂ】本発明の第１実施形態に係る逆方向に回転することにより衝撃部材が空回り状
態になる場合の模式図である。
【図９】本発明の第２実施形態に係る模式図である。
【図１０】本発明の第３実施形態に係る模式図である。
【図１１】本発明の回転型締結装置の適用方法のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、図面で本発明の複数の実施形態を説明する。明らかに説明するために、下記で多
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くの実際の細部を合わせて説明する。しかしながら、理解すべきなのは、これらの実際の
細部が、本発明を制限するためのものではない。つまり、本発明の実施形態の一部におい
て、これらの実際の細部は、必ずしも必要ではない。また、図面を簡略化するために、あ
る従来慣用の構造及び素子については、図面において簡単で模式的に示される。
　なお、以下の実施形態中、「連動」は「回転」を、「自転」は「空回り」を、「緩めト
ルク」は「緩め方向トルク」を、「静止」は「静止状態」を、それぞれ意味する。また、
「接線衝撃力」は「周方向衝撃力」と読み替える。
【００２２】
　　　（第１実施形態）
　図１～図４に示すように、本発明の第１実施形態は、回転型締結装置１００である。回
転型締結装置１００は、回転ベース２００と、４つの単方向ストッパユニット３００と、
衝撃部材４００と、を含む。回転型締結装置１００には、更に、単方向ストッパユニット
３００及び衝撃部材４００を位置規制するための２つの環状カバー１１０及び２つの継ぎ
輪１２０が係合される。
【００２３】
　回転ベース２００は、円棒状であり、その両端にそれぞれ締結端２１０及び駆動端２２
０が成形される。締結端２１０には、被回動部材（例えば、ネジ、ナット及びスクリュー
等の素子）を取り外し可能に連結するように連動させるための内六角穴が形成される。駆
動端２２０には、鋼球による位置決め機能を持つ内方穴が形成され、これを介して電動レ
ンチ、インパクトレンチ又は普通のトルクレンチにより駆動されることができる。回転ベ
ース２００は、回転軸心Ｘを回って回転し、且つ外側に凸状段階２０１が設けられる。ま
た、４つのストッパ溝２３０は、凸状段階２０１を等距離で取り囲むように設けられ、そ
れぞれの中段にバネ溝２３１が内方へ向かって深く設けられ、回転軸心のＸ方向に平行に
なって設けられ、且つその内に円弧凹部２３２を有する。また、回転ベース２００では、
回転軸心のＸ方向に沿って凸状段階２０１の両側に２つの環状溝２０２が設けられる。
【００２４】
　単方向ストッパユニット３００は、４つの枢動歯３１０及び４つのバネ３２０を有する
。単方向ストッパユニット３００は、単方向軸受けであってよい。本実施形態では、バネ
３２０が「弾性復帰部材」に対応するが、弾性復帰部材は、バネ、弾性ゴムブロック又は
バネ鋼球、あるいはこれらの組み合せであってもよい。枢動歯３１０は、それぞれ外側の
歯部３１１及び内側の円弧端部３１２を有する。枢動歯３１０の円弧端部３１２は、位置
規制されて、円弧凹部２３２内において摺動可能に枢動する。また、枢動歯３１０は、ス
トッパ溝２３０内に枢動可能に取り付けられる。バネ３２０は、それぞれストッパ溝２３
０内のバネ溝２３１に取り付けられ、第１の回転方向Ｒ１（図７参照）に向かって外側へ
揺れ動く押付予力を各枢動歯３１０の歯部３１１に持たせるようにバネ溝２３１の開口か
ら枢動歯３１０を外方へ押し当てることで、枢動歯３１０をバネ３２０の軸心と９０°に
近い角度となるように押し当てて外方へ回転させる。
【００２５】
　衝撃部材４００は、環状体であり、中央に枢着穴４１０を有する。また、枢着穴４１０
は、内側の全体に複数の単方向ストッパ歯４２０が取り囲んで形成され、対応して回転ベ
ース２００の凸状段階２０１の外側に外嵌される。２つの環状カバー１１０は、回転軸心
のＸ方向に平行になって単方向ストッパ歯４２０の両側の外に被覆され、２つの継ぎ輪１
２０を２つの環状溝２０２内に取り外し可能に係合させることで、衝撃部材４００を回転
ベース２００の外側に回転可能に枢設するようにする。また、その中の４つの単方向スト
ッパ歯４２０が４つの枢動歯３１０の歯部３１１に適切に噛み合う。バネ３２０によって
枢動歯３１０をバネ３２０の軸心と９０°に近い角度となるように押し当てて外方へ回転
させる場合、枢動歯３１０が単方向ストッパ歯４２０と適切に単方向に合わせて作動する
。また、衝撃部材４００の外側形状に４つの矢じり状の突出棒４０１が一体的に形成され
、４つの突出棒４０１の重量によって、回転変位の場合に運動エネルギーを形成する。
　ここで、「９０°」とは、当該技術領域において、９０°と見なせる程度の９０°に近
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い角度を含むものとする。
【００２６】
　また、図５～図８を参照されたい。図５は、第１実施形態に係る操作模式図である。図
６～図８は、それぞれ第１実施形態に係る衝撃前、衝撃中及び逆方向解放状態の模式図を
示す。
【００２７】
　図５において、回転ベース２００は、締結端２１０がネジＡに連結して連動させ、駆動
端２２０が電動レンチＢにより高速回転するように駆動される。これにより、ネジＡの高
速締結作業を行う。
【００２８】
　電動レンチＢを高速回転させることで回転ベース２００を第１の回転方向Ｒ１へ回転す
るように駆動させる場合、最初、衝撃部材４００は、静止状態において、回転ベース２０
０との間に大きな接触トルクが発生する。この衝撃部材４００による接触トルクが、バネ
３２０を圧迫して蓄力させ、枢動歯３１０を戻らせるため、回転ベース２００が高速に起
動して先に第１の回転方向Ｒ１へ向かう。
【００２９】
　次に、図６～図７に基づいて、第１実施形態に係る衝撃前状態を説明する。電動レンチ
Ｂを高速回転させることで回転ベース２００を継続的に第１の回転方向Ｒ１（すなわち締
まる方向）へ回転させるように駆動する場合、枢動歯３１０は単方向ストッパ歯４２０に
よって押されて内側方向に振られる。したがって、衝撃部材４００は単方向ストッパユニ
ット３００によって回転されない。このとき、衝撃部材４００は回転されず、単方向接線
方向衝撃力は発生しない。
【００３１】
　また、図８Ａ及び図８Ｂを参照されたい。図８Ａは、第１実施形態に係る逆方向（第２
の回転方向Ｒ２）に回転する瞬間の連動状態の模式図を示す。図８Ｂは、第１実施形態に
係る逆方向（第２の回転方向Ｒ２）に回転することにより衝撃部材４００が自転状態にな
る場合の模式図を示す。回転ベース２００は、解放操作又は錆びて挟まれたネジ部材の緩
め作業を行い、第２の回転方向Ｒ２へ回動する場合、第２の回転方向Ｒ２へ能動的に回転
するように操作するときに、回転ベース２００の能動的な回転により、各枢動歯３１０の
歯部３１１が第２の回転方向Ｒ２において各単方向ストッパ歯４２０に接触する。衝撃部
材４００が静止状態にあるので、回転ベース２００は、枢動歯３１０によって衝撃部材４
００の単方向ストッパ歯４２０を係止して、接線衝撃力Ｆ（慣性力）を発生させる。これ
により、一瞬的な接線衝撃力Ｆにより、衝撃部材４００が枢動歯３１０によって瞬間緩め
トルクを提供し、衝撃部材４００が第２の回転方向Ｒ２へより快速に慣性回動した後で、
衝撃部材４００が回転ベース２００よりも快速に第２の回転方向Ｒ２へ回転する場合、衝
撃部材４００の接線衝撃力Ｆがバネ３２０を圧迫して蓄力させ、枢動歯３１０を戻らせる
ことで、衝撃部材４００が回転ベース２００により連動されないように自転する。
【００３２】
　上述の動作形態によると、本実施形態では、解放操作又は錆びて挟まれたネジ部材の緩
め作業の最初の瞬間で瞬間緩めトルクを取得することができ、一旦、回転ベース２００が
第２の回転方向Ｒ２への回転を行うとき、最も難しい緩めの開始動作が既に終了しており
、衝撃部材４００が自転状態になり、回転ベース２００が衝撃部材４００を連動させるこ
とはない。そのため、衝撃部材４００が第２の回転方向Ｒ２の緩め操作に影響を与えるか
又は不適当な衝撃を発生させることはなく、緩め操作の後段の不適当な緩めトルクを避け
るために、衝撃部材４００は接線衝撃力Ｆ（慣性力）を提供しない。
【００３３】
　　　（第２、３実施形態）
　本発明の第２実施形態を図９、第３実施形態を図１０に示す。
　図９において、衝撃部材４００の外形は、一体成形した中空三角ループ４０２であって
もよい。図９における中空三角ループ４０２も同様に重量により回転変位する場合に運動
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エネルギーを形成し、更に、効果的な接線衝撃力を発生することができる。
　図１０において、衝撃部材４００の外形は、互いに対向して一体成形した２つの突出ブ
ロック４０３であってもよい。図１０における２つの突出ブロック４０３も同様に重量に
より回転変位する場合に運動エネルギーを形成し、更に、効果的な接線衝撃力を発生する
ことができる。また、衝撃部材の外形は、一体成形した三角状、放射状又は不規則な突出
状であってもよい。形状の変化と変更は、単に当業者の一般的な知識であるので、ここで
詳しく説明しない。
【００３４】
　（回転型締結装置の適用方法に係る実施形態）
　また、回転型締結装置の適用方法を示す図１１を参照されたい。回転型締結装置の適用
方法は、回転型締結装置の各実施形態に適用される。適用方法は、単方向連動工程５０１
と、単方向被衝撃工程５０２と、を備える。この適用方法を運用すれば、体積をあまり占
用しない設計で、適当な補強締結衝撃力を発生させることができる。
【００３５】
　単方向連動工程５０１において、衝撃部材４００は、回転ベース２００が締結方向へ回
転する場合に連動されないが、回転ベース２００が緩め方向へ回転する場合に連動される
。次に、単方向被衝撃工程５０２において、回転ベース２００が第１の回転方向へ回転す
る場合、枢動歯が各単方向ストッパ歯に押されて内側方向に振られることにより、前記衝
撃部材が前記単方向ストッパによって回転されないようにし、回転ベースが第２の回転方
向へ回転する場合、最初に枢動歯が弾性復帰部材によって押されて各単方向ストッパ歯に
当たり、回転ベースが回転し始めると、衝撃部材の各単方向ストッパ歯は押されて枢動歯
に当たり、衝撃部材は回転ベースの回転方向に沿って回転されて単方向周方向衝撃力を供
給する。
【００３６】
　注意すべきなのは、単方向被衝撃工程５０２において回転ベース２００を静止にする場
合、回転ベース２００は即時的に一瞬で接線衝撃力を提供してもよい。本実施形態では、
衝撃部材４００が更に所定量、回転してから係止して位置決めすることを許容する。この
ように、僅かな時間差があっても、本実施形態の適用方法の効果を発生させることができ
る。
【００３７】
　また、弾性復帰部材を有する回転型締結装置を適用する別の適用方法は、緩め連動工程
を備えてもよい。回転ベース２００が一瞬で緩め方向（第２の回転方向）へ回動する場合
、回転ベース２００は衝撃部材４００を係止して連動させ、また慣性力を発生させ、一瞬
で衝撃部材４００に瞬間緩めトルクを提供させる。衝撃部材４００が緩め方向へ慣性的に
回動した後で、衝撃部材４００が回転ベース２００よりも快速に緩め方向へ回転する場合
、衝撃部材４００が弾性復帰部材を圧迫して蓄力させ、枢動歯３１０を戻らせることで、
衝撃部材４００が回転ベース２００により連動されないようにする。これにより、瞬間緩
めトルクによって、一瞬で緩めトルクを大きくすることができる。
【００３８】
　説明すべきなのは、単方向ストッパユニット３００には、枢動歯３１０に対してロック
装置を設計することで、利用者が枢動歯３１０を拡張位置又は収縮位置に保持することが
でき、これにより、完全係止状態及び完全自由枢転状態にすることができる。ロック装置
では、簡単なホック又は磁性部材等の公知の工具による位置決め技術によって、枢動歯３
１０のロックを行うことができる。
【００３９】
　上記実施形態の提供する回転型締結装置及びその適用方法は、下記効果を取得すること
ができる。
　第一に、少なく、小型の部材によって、締結効果を効果的に向上させる単方向接線衝撃
力を発生させ、エネルギーを浪費しないという基本要求で、小型化、軽量化及び組み合せ
の多様化という要求を達成させる。
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【００４０】
　第二に、衝撃部材は回転ベースが第２の回転方向へ回転する場合に自由状態にあり、又
は一瞬で瞬間緩めトルクを発生するため、上記実施形態の回転ベースは、衝撃部材を継続
的に連動させることはない。そのため、衝撃部材は、後の緩め操作に影響を与えるか又は
不適当な過度の衝撃を発生することはない。
【００４１】
　第三に、衝撃部材は回転ベースが第１の回転方向へ回転する場合に、開始動作が静止衝
撃部材により影響されて加速回転できなくなることはなく、回転ベースが継続的に次第に
衝撃部材を等速回転するように押動し、これにより、締め付け作業の最初の起動が影響さ
れることは避けられる。
【００４２】
　第四に、利用者は、接線衝撃力の大小要求に応じて、異なる衝撃部材の外形を変化させ
ることができ、更に異なる分野の加工操作の要求を対応できる。前記形状の変化と変更に
ついては、ここで詳しく説明しない。
【００４３】
　本発明の実施形態を前述の通りに開示したが、これは、本発明を限定するものではなく
、当業者であれば、本発明の精神と範囲から逸脱しない限り、多様の変更や修正を加えて
もよく、したがって、本発明の保護範囲は、後の特許請求の範囲で指定した内容を基準と
する。
【符号の説明】
【００４４】
　１００・・・回転型締結装置
　１１０・・・環状カバー
　１２０・・・継ぎ輪
　２００・・・回転ベース
　２１０・・・締結端
　２２０・・・駆動端
　２０１・・・凸状段階
　２０２・・・環状溝
　２３０・・・ストッパ溝
　２３１・・・バネ溝
　２３２・・・円弧凹部
　３００・・・単方向ストッパユニット
　３１０・・・枢動歯
　３１１・・・歯部
　３１２・・・円弧端部
　３２０・・・バネ
　４００・・・衝撃部材
　４０１・・・突出棒
　４０２・・・中空三角ループ
　４０３・・・突出ブロック
　４１０・・・枢着穴
　４２０・・・単方向ストッパ歯
　５０１・・・単方向連動工程
　５０２・・・単方向被衝撃工程
　Ｘ・・・回転軸心
　Ａ・・・ネジ
　Ｂ・・・電動レンチ
　Ｒ１・・・第１の回転方向
　Ｒ２・・・第２の回転方向
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　Ｆ・・・接線衝撃力
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